
 

延長保育のご案内 

千代田せいが保育園 

 

1. 延長保育 （満１歳以上で幼児食になった子どもから） 

 一時利用 月極利用 補食や食事は希望制 

1 時間 

18:31~19:30 

500 円 

（上限 3000 円） 

3000 円 ・補食（煎餅とお茶程度 100 円） 

・夕食（主食・主菜・副菜・汁物で 400 円） 

・時刻は 18:45 頃 

・食事の連絡は前日 15 時までに 

2 時間 

19:31~20:30 

1000 円 

（上限 6000 円） 

6000 円 

 

2. 申し込み 

(ア) 「延長利用申請書」を事務所へ申し込みます。 

・月極は利用する月になる前に申し込みをお願いします。（職員体制の準備のため）。 

・一時利用は、できるだけ前日までにご連絡ください。 

・ただし、急な残業などでお迎えが遅れて延長となる場合も、一時利用となりますので、 

分かった時点でお知らせください。 

(イ) キャセルは、前日までにお願いします。 

(ウ) お迎えが 18：31 を過ぎると延長利用（一時利用）と同じ扱いになります。 

(エ) 月極 1 時間延長で時間を過ぎる時も、1 時間の延長利用（一時利用）がかかります。 

3. 支払い 

(ア) 延長料金は毎月集計して、翌月に集金袋を添えて請求させてもらいます。（利用者が少ないので

デジタル化はしていません） 

(イ) 一時利用は６回以上となると自動的に月極扱いとなります。 

 


